
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告 

部課 

教育長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

     

令和５年５月２５日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和５年５月２５日（木）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

教育総務課 落合課長 文化センター 髙花センター長、大塚主任主事 

３ 件名  

文化センターのあり方に関する教育委員会の方針について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・検討委員会からの提言はどのような考え方で結論に至ったのか。  
→検討委員会での会議では、規模拡大・現状維持・規模縮小・廃止につい

てゼロベースで検討してきたが、最終的に、減築や廃止して更地にする

のは難しい、施設全体としては存続すべきという結論となった。  
・教育委員会が定めた「白井市文化センターのあり方に関する方針」の中

のプラネタリウム館の「一部機能の縮小や廃止を検討する。」とはどの

ようなことを考えているのか。  
→プラネタリウムドームの中央にある「光学式プラネタリウム」につい

て、故障等が多発して継続使用が困難になった際には更新しないことと

するなどが考えられる。  
・中ホールの「一部機能は廃止する」とはどのようなことを考えているの

か。  
→舞台装置や音響装置のグレードを下げるということが考えられる。  
・各館の改修をいつ頃までに実施しなければならないのか。  
→特にいつまでに改修しなければならないという期限はない。  
・今後の進め方については、関係課等と充分に協議を行い、方向性が定ま

った際には、行政経営戦略会議に付議すること。  
 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第２号様式（第４条第５項関係）

年 月 日

件　　　名

内容

部内会議や関
係課等との調

整結果（主な意
見・懸案事項）

項目

条例規則

議会説明

市民参加

報告書公表 ■ □ □ □ （

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー 学習・教育 手段 大規模修繕・工事

今後の
スケジュール

参考情報

年代 全ての年代 場所 市内全域 目的

教育総務課、生涯学習課、公共施設マネジメント課

千円 （うち特定財源 千円）

有

公開 非公開 部分非 時限非 まで）

無 広報・ＨＰ等 有 HP（時期未定）

無 報道発表 無

　「文化センターのあり方に関する方針」及び「文化センターのあり方検討に関する提言
書」に基づき、文化センターのあり方に関して整備手法や箇所、方法等、より具体的な
整備方針を盛り込んだ基本計画を策定し、その後、基本設計、実施設計を行い、大規
模改修工事を実施する。
　なお、基本計画、基本設計、実施設計、大規模改修工事の実施方法及びスケジュー
ルを決定する際には、その段階ごとに行政経営戦略会議に諮ることとする。

有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

部課名 　教育部 文化センター

文化センターのあり方に関する教育委員会の方針について

　文化センターは平成６年（1994年）に開館し、市の文化芸術・生涯学習活動の拠点とし
て大きな役割を担ってきた。開館以来２５年以上が経過してきたなかで機器や設備の老
朽化が進行して大規模改修が必要な時期を迎えているが、大規模改修には多額の費
用を要するため、社会情勢や市民ニーズ等の変化を踏まえ、今後の文化センターのあ
り方について検討・決定する必要が生じた。
　そこで、教育委員会は令和２年度から令和４年度にかけて文化センターのあり方検討
委員会を設置して文化センターの今後のあり方について調査審議いただき、令和５年３
月２日、検討委員会から教育長宛に「文化センターのあり方検討に関する提言書」（別
紙「資料１」）が提出された。
　教育委員会は、令和５年４月４日の第４回定例会で「提言書」を踏まえ、教育委員会の
方針について協議を行い、令和５年５月２日の第５回定例会において、「文化センター
のあり方に関する方針」（別紙「資料２」）を決定したので報告する。
　なお、方針の骨子は下記のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　文化センターのあり方については、文化会館大ホール・中ホール、図書館、郷土資料
館及び共有部分については「文化センターのあり方検討委員会」による提言書の内容
（一部機能を縮小して存続）を教育委員会の方針とし、提言書で存続と廃止の両論併記
となったプラネタリウム館については、協議の結果、一部機能の縮小や廃止を検討して
存続という方針とする。
　なお、全館において、一部機能の縮小や廃止はやむを得ないとしても、改修時に更新
が必要な設備や機器などは、利用者が使いやすいものにすべきであることを付け加え
る。

　令和５年３月２日、文化センターのあり方検討委員会から教育長宛に「提言書」が提出
され、３月２２日の令和５年教育委員会第１回臨時会で報告した。
　令和５年第１回臨時会は「提言書」の報告に留めて内容を確認・検討する期間を設
け、４月４日の令和５年第４回定例会で「提言書」を踏まえて今後の文化センターのあり
方についての協議を行った。その結果、プラネタリウム館以外の部分は提言書の内容を
教育委員会の方針とし、「提言書」では存続と廃止の両論併記となったプラネタリウム館
は一部機能の縮小や廃止を検討して存続する方針となった。
　５月２日の令和５年第５回定例会において、第４回定例会での協議結果を明文化した
「文化センターのあり方に関する方針」を、教育委員会の方針とした。

令和 5 5 25

報告書（行政経営戦略会議）




































